
関西情報発信拠点運営事業者 公募要項 

 

趣 旨 

  新潟県では、関西圏への積極的な情報発信に取り組むことで、交流人口を拡大し

県内経済の活性化を図ることを目的に、平成 26年に関西情報発信拠点（以下「拠

点」という。）を設置し、新潟県の食や工芸品等の県産品及び観光の魅力を伝え、具

体的なイメージづくりを行うことで来訪を動機付け、交流の促進に取り組んでいま

す。 

  このたび、現在の運営事業者との契約期間満了に伴い、引き続き民間事業者のノ

ウハウや創意工夫等を活かしながら、効果的かつ効率的な情報発信を行うため、県

からの委託を受け拠点の管理運営等を行う事業者（以下「運営事業者」という。）を

公募します。なお、本要項は、運営事業者の公募に関し必要な事項を定めるもので

す。 

 

１ 管理物件の概要 

（１）場所 「ホワイティうめだ」イーストモール 

（２）面積  114.9 ㎡（34.8坪） 

 ※位置図、平面図等の詳細資料を希望する場合は、参考資料送付依頼書（様式第１

０号）等の必要書類をメールにより県に提出してください。 

 

２ 業務内容 

  新潟県は、下記の拠点の管理運営業務を運営事業者に委託します。委託する業務

内容の詳細は、新潟県と運営事業者が契約締結までに協議の上、決定します。 

（１）拠点の管理運営業務 

  ・新潟県産品の販売等に関すること 

  ・新潟県産品を使用した飲食の提供に関すること 

  ・新潟県観光情報等の提供に関すること 

  ・拠点での新潟県産品 PR・観光 PRイベント等に関すること 

  ・店内イベントの告知・店舗への誘導等の拠点広報等に関すること 

  ・拠点の維持管理に関すること 

  ・その他の管理運営業務 

  ・運営事業者の提案による業務［任意］ 

 

３ 委託期間 

  委託期間は、令和８年 12月～令和 11年 11月とし、新潟県と運営事業者が協議の

上、契約において定めます。 



  なお、委託期間終了後に期間を延長（３年程度）することがあります。 

 

４ 拠点の概要 

（１）コンセプト 

   「新潟県の魅力を発信する関西圏における拠点」 

新潟県の食や工芸品等の県産品及び観光の魅力を発信する拠点として、新潟県

の魅力を伝え、具体的な新潟県のイメージづくりを行い来訪を動機付け、交流の

促進に結びつけていく役割を果たす拠点です。 

（２）事業 

  ①県産品の販売 

   米、酒など新潟の定番商品に加え、新潟の特徴ある商品構成など工夫をしなが

ら、食を中心としたインパクトのある県産品販売を展開します。 

  ②県産品を食材等とした飲食営業 

   新潟の地酒や食品等の県産品を気軽に味わえるような飲食営業を行います。 

  ③観光情報の提供 

   関西圏在住者に対して訴求力のある観光資源や観光ルートを厳選してＰＲする

など、来訪を動機付けるような観光情報を提供します。 

（３）場所 

   「ホワイティうめだ」イーストモール 

   ※「ホワイティうめだ」は、昭和 38年に開業した地下街。大阪地下街株式会社

が建設、管理運営。店舗数約 190店舗、一日推定来街者数 40万人、飲食、物

販、サービスなど様々な店舗があります。 

（４）目標指標 

拠点の「来店者数」「県産品販売売上（税込）」「飲食販売売上（税込）」「情報発

信の成果」 

 

５ 提案を求める内容 

  応募者が有する物販・飲食営業・情報発信等のノウハウや創意工夫等を活かした

提案を公募します。下記の項目に沿って提案してください。 

（１）管理運営方針 

・ 効果的かつ効率的な情報発信を行うための拠点の管理運営等における基本方

針、具体的な事業のコンセプトを提案してください。 

・ また、来店者数、売上、イベント実績、SNS指標等のデータ分析を踏まえ、

企画立案、計画策定、実行、効果検証及び改善提案を継続的に行う運営体制及

び実施手法を提案してください。 

※ 拠点の名称は、「新潟をこめ」を引き続き使用することとしますが、応募にあ



たり別の名称を提案することも可能とします。なお、拠点の名称については、

県と協議の上決定することとし、応募者の提案した名称が採用された場合に

は、当該名称にかかる知的財産を県に帰属させることに同意するものとしま

す。 

（２）目標値 

・ 拠点の目標指標である「来店者数」及び「県産品販売売上（税込）」「飲食販

売売上（税込）」「情報発信の成果」の具体的な目標値（人数、金額等）を提案

してください。 

※ 「来店者数」は 53万人、「県産品販売売上（税込）」は 132,000 千円、「飲食

販売売上（税込）」は 29,000千円を上回る目標値を設定してください。 

※ 「情報発信の成果」は、提案する情報発信手法に応じて適切な成果指標及び

目標値を設定してください。 

※ 上記目標指標以外にも、応募者独自の目標設定があれば提案してください。 

（３）県産品販売の展開方法 

・ 運営事業者の主要業務である県産品販売における「商品構成・商品選定の考

え方」、「新潟の食を理解いただくための工夫（試飲・試食、産地・商品の説

明）」、消費者ニーズの把握・提供、テスト販売などを提案してください。 

・ （２）で設定した目標値との関連性がわかるよう目標達成に向けた具体的な

展開方法を提案してください。 

（４）飲食営業の展開方法 

・ 飲食営業におけるメニュー・提供方法・料金設定の考え方、新潟の食を理解

いただくための工夫（メニュー企画、産地・商品の説明、イベント）を提案し

てください。 

・ （２）で設定した目標値との関連性がわかるよう目標達成に向けた具体的な

展開方法を提案してください。 

（５）新潟県観光情報の提供 

・ 新潟県観光パンフレット、ポスター等を活用した観光情報の提供の方法、自

主的な拠点でのイベント・広報などを提案してください。 

（６）拠点の情報発信方法 

・ ホームページやＳＮＳ等を活用し、拠点への誘導に加え、来店者との継続的

な関係構築及び再来店の促進につながる情報発信手法を提案してください。 

・ （２）で設定した目標値との関連性がわかるよう目標達成に向けた具体的な

情報発信方法を提案してください。 

（７）店舗を活用したイベント・情報発信方法 

・ 物販のみならず、店舗を活用した PRイベント等の実施により、本県の魅力を

情報発信するための手法を提案してください。 



・ また、県産品や観光資源等の PR、魅力発信にあたり、新潟県関係課、市町村

等と連携し、効果的な情報発信を行うための手法を提案してください。 

（８）レイアウト 

・ 拠点に確保するスペースは、以下のとおりです。来店者のみならず、店舗前

を通行する利用者に対しても「新潟らしさ」が伝わり、来店を促すことができ

る視認性・訴求力の高い演出方法を提案してください。 

  ①県産品販売スペース（商品陳列等） 

  ②飲食スペース（飲食カウンター、炊事場、客席等） 

③観光情報提供スペース（パンフレット設置、観光ポスター掲示等） 

④フリースペース 

・ 新潟県等が実施する観光・物産ＰＲ、県内企業が実施するテスト販売等に

利用できるスペースを確保してください。 

・ なお、スペースの利用がない時は、運営事業者は県産品販売等に活用して

ください。 

⑤その他 

・ 物件は居抜きでの引き渡しです。 

・ バックヤードなどのスペースを必要に応じて確保してください。 

・ 地下街には貸し倉庫はありませんが、県で拠点外に別途借りている倉庫

（16坪。冷蔵庫、冷凍庫あり）が商品等の保管に活用できます。なお、これ

以外で倉庫を設ける必要がある場合は。運営事業者の責任・負担で確保して

ください。 

・ 県産品販売、飲食営業、観光情報の提供に必要な設備等のほか、試飲食や

テスト販売等に対応するための設備（給水設備、流し台等）を設置するもの

とします。 

・ なお、それらの規模は問いませんが食品衛生法等を考慮するものとしま

す。 

（９）スケジュール 

・ 営業開始までの具体的な取組とスケジュールを提案してください。 

（10）収支計画 

・ 拠点の収支計画を提案してください。 

（11）その他 

  ・ 運営事業者が独自に拠点で実施する情報発信に資する取組などについて提案

してください。 

 

 

 



６ 条件等 

（１）県と運営事業者の費用負担 

  ・ 新潟県は、予算の範囲内において、拠点の物件保証金、拠点の賃料等を負担

します。 

  ・ 拠点の管理運営費や情報発信に係る費用は、原則、運営事業者の負担としま

す。 

  ・ なお、運営事業者が効率的な管理運営等に取り組むことにより、県負担を低

減させるような提案を期待しています。 

項目 新潟県 
運 営

事業者 
備考 

物件保証金（拠点分） 〇   

賃   料（拠点分） 〇   

物件保証金、仲介手数料（倉庫分） 〇 （〇） ※１参照 

賃   料（倉庫分） 〇 （〇） ※１参照 

施設等の整備等 

 
  

※２参照 

 施設の基礎的部分 

（天井、床、電気、ガス、水

道、給排水、給湯、照明、防

災、空調、厨房設備、レジカ

ウンター、イベント出店者用

設備、飲食カウンター 等） 

〇  

店舗の営業に必要な什器・備

品 

（冷蔵ショーケース、商品戸

棚、飲食テーブル・椅子 

等） 

 〇 

商店会費 

（開業販促費、販促費、営業管理費、

衛生費、テナント会費等）  〇 

運営事業者は、県が

大阪地下街株式会社

に支払う商店会費相

当額を、県に支払

う。 

光熱水費（地下街空調費、倉庫に係る

ものを含む。） 
 〇 

支払先は、別途定め

る。 



上記以外の拠点管理運営費 

（人件費、仕入れ、消耗品、POS、ク

レジット手数料、通信料、設備保守、

修繕、廃棄処理、清掃、損害保険、租

税公課、レジスター、電話取付、イン

ターネット接続費等） 

 〇 

 

拠点の情報発信や拠点を活用したイベ

ント等の取組 
（〇） 〇 

※３ 

その他の費用 別途協議  

※１ 拠点で販売する商品の保管等を行うため県で別途倉庫（16坪。冷蔵庫・

冷凍庫あり）を確保しています。（倉庫に関する資料を希望する場合は、参

考資料送付依頼書（様式第１０号）等の必要書類をメールにより県に提出

してください） 

      なお、これ以外で倉庫を設ける必要がある場合は、運営事業者の責任・

負担で確保してください。 

※２ 店舗の営業に必要な什器・備品は、運営事業者で確保してください。 

※３ 県等が実施する情報発信やイベント等については別途協議とします。 

 

（２）納付金 

  ・ 運営事業者は、年間店舗売上額（消費税及び地方消費税を除く。）に応じて、

次により算出した額を県に収めることとします。 

   ア 年間店舗売上額のうち、６千万円以下の額×２パーセント 

   イ 年間店舗売上額のうち、６千万円を超え１億５千万円以下の額×１パーセ

ント 

   ウ 年間店舗売上額のうち、１億５千万円を超える額×0.5パーセント 

 

７ 施設等の管理 

 ・ 運営事業者は、予め新潟県の承諾を得た時を除き、委託業務以外に施設、設備

等を使用することはできません。 

 ・ 運営事業者は、施設、設備等を第三者に譲渡し又は賃借権その他の使用若しく

は収益を目的とする権利を設定することはできません。 

 ・ 運営事業者は、自己の責めに帰すべき事由により施設、設備等を滅失し、若し

くはき損した時は、速やかに現状に回復しなければなりません。この場合は運営

事業者の負担で行うものとします。 

 

 



８ 応募資格 

 ・ 応募者は、法人その他の団体（以下「法人等」という。）、複数の法人等により

構成される団体（以下「共同体」という。）とし、個人での応募は受け付けませ

ん。単独で応募した法人等は、共同体の構成員になることはできません。また、

複数の共同体の構成員に同時になることはできません。 

 ・ 共同体で応募する場合は共同体の代表法人等を定めるものとします。共同体で

応募した場合、県と運営事業者の契約の締結に当たっては、共同体の構成員全て

を契約当事者とします。県との協議は、代表法人等を中心に行いますが、契約に

関する責任は、共同体の構成員全てが負うことになります。 

  なお、応募者（共同体構成員を含む）は以下要件を全て満たす必要があります。 

【要件】 

①物販・飲食営業・情報発信等のノウハウを有する法人等であること。 

※加工食品、農林水産品等の小売事業などを営む法人等。なお、共同体での

応募の場合、共同体の構成員の中に１つ以上法人等が含まれていれば可。 

②地方自治法施行令第 167条の４の規定に該当しないこと。 

③県の指名停止措置を受けていないこと。 

④会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生手続を行っている者でない

こと。 

⑤国税、本社所在地の都道府県税及び市町村税を滞納していないこと。 

⑥運営事業者になろうとする法人等（共同体の構成員を含む）及びその役員

が、次のいずれにも該当しないこと。 

〇暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第 77号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以

下同じ。） 

〇暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

〇役員等（法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者その他こ

れ らと同等の責任を有する者をいい、法人以外の団体である場合は代表

者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。）が暴力団員である

者、又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者 

〇自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用し

ている者 

〇暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直

接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

〇暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 

〇暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者 



９ 営業開始までの流れ 

（１）流れ 

 内容 

令和８年６月 25日（木） ・公募要項の配布開始 

６月 30日（火） ・現地見学会申込書 提出期限 

７月２日（木）（予定） ・現地見学会 

    ７月７日（火） ・質問書 提出期限 

７月 13日（月） ・質問への回答 

    ７月 15日（水） ・参加表明書 提出期限 

７月 31日（金） ・応募申込書 提出期限 

８月４日（火）～８月７日（金） 

いずれかの日を予定 

・審査会の開催（プレゼンテーションの

実施）（WEB） 

８月中旬 ・優先交渉権者決定、県との協議 

 ８月下旬 ・運営事業者の決定、委託契約締結 

11月末 ・現運営事業者との契約期間満了 

12月 ・営業開始 

 

（２）資料の配布 

  ①公募要項等 

   次の資料は、新潟県産業労働部地域産業振興課ホームページから入手しご応募

ください。 

   〇関西情報発信拠点運営事業者 公募要項 

   〇関西情報発信拠点運営事業者 応募様式 

   〇別紙 拠点の概要・実績等 

  ②詳細資料 

   拠点の位置図、平面図、管理基準等の詳細資料の配布を希望する場合は、参考

資料送付依頼書（様式第１０号）等の必要書類をメールにより県に提出してくだ

さい。 

   〇参考資料送付依頼書の受付期間 

    令和８年６月 25日（木）から令和８年７月 10日（金）午後５時まで。ただ

し、期間中の配付は、土日祝日を除く午前９時から午後５時まで（正午から午

後１時を除く。）とします。 

    提出資料を確認の上、資料をお渡し（郵送）します。 

   〇提出先 

   新潟県産業労働部地域産業振興課（新潟県庁行政庁舎 11階）（担当：髙橋） 

   住所：〒950-8570 新潟市中央区新光町４番地１ 



   電話：025-280-5243（直通） 

   メール：ngt050100@pref.niigata.lg.jp 

 

（３）現地見学会 

  ①日時 

   令和８年７月２日（木）（予定） 

   詳細は令和８年６月 26日（金）に新潟県産業労働部地域産業振興課ホームペー

ジに掲載します。 

  ②場所 

   新潟をこめ 

大阪市北区小松原町梅田地下街４－１号 

ホワイティうめだ イーストモール内  

  ③現地見学会への参加申込 

   現地見学会の参加を希望する場合は、現地見学会参加申込書（様式第７号）に

必要事項を記載し、令和８年６月 30日（火）午後５時までに、電子メールで提出

してください。 

  ④申込先 

   新潟県産業労働部地域産業振興課（新潟県庁行政庁舎 11階）（担当：髙橋） 

   電子メール：ngt050100@pref.niigata.lg.jp 

 

（４）質問の受付及び回答 

   公募要項や資料の内容などについての質問は、簡易な内容確認を除き、「質問

書」（様式第８号）を電子メールにより提出してください。（期間内に、県への受

信確認をお願いします。） 

①質問書提出期間 

令和８年６月 25日（木）～令和８年７月７日（火）午後５時まで 

②提出先 

 新潟県産業労働部地域産業振興課（新潟県庁行政庁舎 11階）（担当：髙橋） 

 住所：〒950-8570 新潟市中央区新光町４番地１ 

 電話：025-280-5243（直通）  

 電子メール：ngt050100@pref.niigata.lg.jp 

③回答期限及び方法 

回答は、令和８年７月 13日（月）までに、新潟県産業労働部地域産業振興課ホ

ームページ（https://www.pref.niigata.lg.jp/site/chiikishinko/）に掲載しま

す。 

なお、県ホームページ上で回答することが不適当なものがある場合には、参考
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資料送付依頼書（様式第１０号）を提出した法人等にメールにより回答します。 

 

④留意事項 

・本募集関係資料に関係する内容以外の質問については、受け付けません。 

・大阪地下街(株)など関係機関への問い合わせは一切行わないでください。 

（５）参加表明書の提出 

   応募を希望する者は、次により参加表明書を提出してください。 

  ①提出期限 

令和８年７月 15日（水）午後５時まで。ただし、期間中の提出は、土日祝日を

除く午前９時から午後５時まで（正午から午後１時を除く。）とします。 

②提出方法 

持参、郵送又は電子メールとし、郵送の場合は提出期限必着とします。 

③提出書類及び部数 

〇参加表明書（様式第９号）     １部 

〇定款または寄付行為       １部（提出済の場合を除く。） 

〇その他法人等の概要がわかる書類 １部（提出済の場合を除く。） 

④提出先 

新潟県産業労働部地域産業振興課（新潟県庁行政庁舎 11階）（担当：髙橋） 

住所：〒950-8570 新潟市中央区新光町４番地１ 

電話：025-280-5243（直通） 

電子メール：ngt050100@pref.niigata.lg.jp 

（６）応募費用の負担 

   応募に際して必要となる経費は、すべて応募者の負担とします。 

 

10 応募方法 

（１）提出書類 

   応募に当たっては、次の書類を正本１部、副本９部（複写可）の計 10部提出し

てください。 

①応募申込書（様式第１号） 

②共同応募確認書（様式第２号）（共同体の応募の場合に限る） 

③誓約書（様式第３号） 

④法人等の概要（様式第４号） 

⑤役員名簿（様式第５号） 

⑥類似事業の実績（物販・飲食営業等の実績がわかる資料） ※任意様式 

⑦事業計画書（様式第６号） 

〇総合的な管理運営方針 
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〇目標に関する提案書 

〇県産品販売に関する提案書 

〇飲食営業に関する提案書 

〇観光情報の提供に関する提案書 

〇拠点の情報発信に関する提案書 

〇拠点を活用したイベント・情報発信に関する提案書 

〇レイアウト等に関する提案書 

 ※「レイアウト」「スペースの概略デザイン」を含む（いずれも任意様式） 

〇スケジュールに関する提案書 ※任意様式 

〇収支計画等に関する提案書  ※収支計画は、任意様式 

〇その他提案書 

〇管理運営体制に関する提案書（組織図、人員配置計画） 

⑧定款、寄付行為その他これらに類するもの 

⑨法人の登記簿謄本又は登記事項証明書 

⑩応募の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書

その他の当該法人等の財務状況を明らかにすることができる書類 

⑪応募の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他の当該法

人の業務の内容を明らかにすることができる書類 

⑫国税、本社所在地の都道府県税及び市町村税について滞納がない旨の証明書 

（２）提出方法 

   持参又は郵送により提出することとし、郵送の場合は提出期限必着とする。 

（３）提出場所 

   新潟県産業労働部地域産業振興課（新潟県庁行政庁舎 11階）（担当：髙橋） 

   住所：〒950-8570 新潟市中央区新光町４番地１ 

   電話：025-280-5243（直通） 

（４）提出期限 

   令和８年７月 31日（金）午後５時まで。ただし、期間中の提出は、土日祝日を

除く午前９時から午後５時まで（正午から午後１時を除く。）とします。 

（５）留意事項 

①提出書類は（理由の如何に関わらず）返却しません。 

②応募に関し必要な費用は、応募者の負担とします。 

③本業務の応募のために得た情報について、応募者は第三者への公表等の他の目

的に使用することはできません。ただし、公知となっている情報及び第三者か

ら合法的に取得できる情報については、その対象ではありません。 

④共同体で応募する場合、代表法人等及び構成員の変更は認めません。 

⑤応募書類の著作権は、応募者に帰属します。ただし、運営事業者候補者の決定



等必要な場合、県は応募者の応募書類の全部又は一部無償で使用できるものと

します。 

⑥事業計画書の内容に含まれた管理運営方法等が特許権、実用新案権、意匠権、

商標権等の日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となってい

る場合で、それを使用した結果生じた責任は、応募者が負うものとします。 

⑦提出された応募書類は、情報公開の請求により開示することがあります。 

⑧応募者の名称、選考結果は公表されます。 

⑨公募要項に定める手続きを遵守しない場合は失格となります。 

⑩応募書類に虚偽の記載をした場合、失格となります。 

⑪応募一団体につき、提案は一案とします。複数の提案はできません。 

⑫提出された書類の内容の変更又は書類の追加はできません。 

⑬必要に応じて、県は、追加資料の提出を求めることができるものとします。 

 

11 審査・選定及び契約等に関する事項 

（１）審査の方法 

   応募内容の審査にあたっては、「関西情報発信拠点運営事業者審査会」（以下

「審査会」という。）を設置し審査します。 

（２）プレゼンテーション 

   応募者は、次のとおりプレゼンテーションをお願いします。 

①実施時期 

    令和８年８月４日（火）～７日（金）のいずれか１日を予定  

※日時については、別途通知します。 

②実施場所 

 WEBを予定  

③実施方法 

 応募内容について 15分程度で説明いただき、その後、10分程度の質疑応答 

を行います。詳細は別途通知します。 

④出席者 

 統括責任者、担当者等（３名以内） 

（３）選考に関する事項 

  ①審査会において、提出された事業計画書等（プレゼンテーションを含む。）の内

容を、総合的に審査し、順位を決定します。 

  ②選考結果の通知 

   選考結果については、応募者全員に令和８年８月中旬を目途に、書面により通

知するものとします。 

③審査会は非公開とし、審査内容に係る質問や異議は一切認めません。 



（４）優先交渉権者との協議 

  ・ 審査会での意見を参考に選定した優先交渉権者とは、委託契約に必要な協議

を実施します。 

  ・ なお、優先交渉権者と合意に至らなかった場合は、選定基準を満たした者の

中から、優先交渉権者に次いで評価の高かった者を改めて優先交渉権者とし、

委託契約に必要な協議を実施します。 

（５）契約の締結 

  ・ 県と運営事業者の間で、契約を締結します。 

 

12 その他 

 ・ 事業開始前の委託契約の解除 

運営事業者の業務開始前までの期間に、運営事業者の候補者として決定された

者又は運営事業者（以下「運営事業者等」という。）が、次の事項のいずれかに該

当した場合は、運営事業者候補者としての決定の取り消し又は運営事業者との委

託契約の解除を行います。 

   なお、運営事業者等が共同体の場合は、代表団体が次の事項のいずれかに該当

した場合は、運営事業者候補者としての決定又は運営事業者との委託契約を解除

するとともに、構成団体が該当した場合は、代表団体が当該構成団体に代え、県

の承認を得た上で新たに他の構成団体を契約に加える等、継続して業務を適正に

遂行するための措置を講ずることができない場合に、同様に契約を解除すること

とします。 

   取り消しとなった場合は、候補者の順位付けにおいて第２順位に決定した候補

者を委託の候補者として選定することとします。（第２順位の候補者について同様

の事態が発生した場合は、第３順位の候補者として同様に取り扱うこととしま

す。） 

   ○ 応募資格を失った場合又は応募資格がないことが判明した場合。 

   ○ 提出した書類に虚偽又は不正の記載があることが判明した場合。 

   ○ この要項において示した条件に反した場合又は著しく逸脱した場合。 

   ○ 運営事業者等が社会的に非難される事件を起こした場合。 

   〇 運営事業者等が倒産し、若しくは解散した場合。 

   〇 資金事情の悪化等により、業務の履行が確実でないと認められる場合。 

   〇 正当な理由なくして契約の締結に応じない場合。 

   〇 その他運営事業者に指定することが不可能となった場合又は著しく不適当

と認められる事情が生じた場合。 

 

 



 

＜担当部署＞ 

  所 属：新潟県産業労働部地域産業振興課（担当：髙橋） 

  住 所：〒950-8570 新潟市中央区新光町４番地１ 

  電 話：025-280-5243 

  電子メール：ngt050100@pref.niigata.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


